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さ
い
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そ
の
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務
課
へ
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故
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舞
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だ
さ
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ど
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総
務
課
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額
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以
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円

　

15
歳
未
満
は
町
負
担
と
な
り
ま
す（
平
成
16
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方
）。

共
済
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間

平
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年
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月
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〜
翌
年
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31
日

（
※
た
だ
し
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降
に
申
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さ
れ
た
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、
申
し
込
み
の
翌
日
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年

３
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で
）

会
費
納
入
場
所

●
㈱
八
十
二
銀
行
本
支
店

●
上
田
信
用
金
庫
本
支
店

●
郵
便
局
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
長
野
、
新
潟
県
内
に
限
る
）

●
佐
久
浅
間
農
業
協
同
組
合（
町
内
の
支
所
に
限
る
）

交通災害区分 共済見舞金の額

死亡の場合 160万円

入院1日当たり 2千円

通院1日当たり 1千円

基礎見舞金 2万円

障害者（1～2級）となられたとき上記のほかに 100万円

障害者（3級）となられたとき上記のほかに 60万円

障害者（4級）となられたとき上記のほかに 25万円

ギプス・整復固定術にボルト固定した場合、限度額の範囲内で上記
のほかに 一律2万円

年額400円で以下のとおり見舞金が支払われます。

１．入院・通院・基礎見舞金については、2日以上の入・通院が支給対象となります。
　　（1日だけの通院は支払われません）
２．基礎見舞金2万円に入・通院の金額が加算されます。
３． 傷害の支給限度額は40万円です。ただし、軽車両（自転車・小児用三輪車のみ）の事

故については支給制限を受けることがあります。
４．同じ日に2回以上の診療があっても1回とみなします。

思
わ
ぬ
事
故
に
備
え
て
家
族
み
ん
な
で
加
入
し
ま
し
ょ
う

交
通
災
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わ
せ
先

　

総
務
課
庶
務
係（
32
）３
１
１
１

みよた広報 やまゆり　2019年3月号 （2）　



平成31年度

■タクシー利用助成事業・障害者福祉タクシー利用助成事業の内容
種　類 タクシー利用助成事業 障害者福祉タクシー利用助成事業

受付開始日 事前受付を行っていますが、お渡しは
4月1日（月）以降となります。 4月1日（月）からご購入いただけます。

受 付 窓 口 保健福祉課介護高齢係（7番窓口） 保健福祉課福祉係（6番窓口）

利用できる方 70歳以上で御代田町に
住民登録のある方

御代田町に住民登録のある方で、次のいずれ
かを所持する方
● 身体障害者手帳1～3級
● 療育手帳A
● 精神保健福祉手帳1級

利用可能枚数 1人につき48枚まで利用可能です。

1人につき48枚まで利用可能です。ただし、
70歳に達する月の前月分までとなります
（70歳に達する月からは、介護高齢係の窓口
にてご購入ください）。

購 入 方 法
● 申込書を記入し、助成券を1枚あたり400円で購入していただきます（6枚単位2,400円か
らの購入になります）。

【※認め印をお持ちください】

利 用 方 法

●1枚につき1,000円まで利用できます。
●1回の乗車で複数枚使えます。
●おつりは出ません。
●1,000円を超えた金額については、その都度ご自分でお支払いください。
●タクシー券が利用できるのは「軽井沢観光タクシー」「松葉タクシー」です。

タ ク シ ー 利 用 助 成 事 業
障害者福祉タクシー利用助成事業 について

【ご注意ください】
　平成30年度のタクシー利用助成券・障害者福祉タクシー利用助成券の有効期限は3月31日（日）までです。
期限までに利用できなかったタクシー券は翌年度に繰り越すことはできませんので、タクシー利用助成
券については介護高齢係の窓口へ、障害者福祉タクシー利用助成券については福祉係の窓口へ期限まで
に代金の払い戻し請求をお願いします。請求方法は次のとおりです。

●払戻受付期限　4月26日（金）まで
●必  要  書  類　①使用しなかったタクシー券
　　　　　　　　②購入者本人の通帳（返金は口座振込のみとなります）
　　　　　　　　③認め印（必ずお持ちください）

※タクシー券の申請および払戻請求を代理人が行う場合は、必ず委任欄へ記入してください。

70歳以上の方へ…タクシー利用助成券購入の事前申し込みについて
　平成31年度のタクシー利用助成券購入の事前申し込みを3月1日（金）より開始します。認め印をお持ち
になり、保健福祉課の窓口までお越しください。
　なお、受け付けは申請書の提出のみで、タクシー券のお渡しは4月1日（月）以降となります。

※購入申込書は、町ホームページからもダウンロードできます。

■障害者福祉タクシー利用助成事業に関する問い合わせ先   保健福祉課福祉係（32）6522
■タクシー利用助成事業に関する問い合わせ先   保健福祉課介護高齢係（31）2512

平成31年度も、タクシー利用助成事業および障害者福祉タクシー利用助成事業を実施します。
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